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令和６年２月教育委員会臨時会議 

 

日  時  令和６年２月１４日（水曜日） 

       午前１０時００分開議 

場  所  美里町役場南郷庁舎２０２大会議室 

出 席 者  教育委員（５名） 

           教  育  長   大 友 義 孝 

       １番  教育長職務代理者  留 守 広 行 

       ２番  委     員   佐 藤 キ ヨ 

       ３番  委     員   大 森 真智子 

       ４番  委     員   佐々木 忠 夫 

       欠席なし 

説 明 員  教育委員会事務局 

        教育総務課長兼 

        近代文学館長兼小牛田図書館長   伊 藤 博 人 

        教育総務課 

        学校教育支援室長         大久保 賢 二 

        教育総務課総務係長        青 山 裕 也 

        教育総務課主事          平 野   碧 

傍 聴 者  なし 

 

                                            

議事日程 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 協議 

 第 ２ 美里町心身障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例について 

 第 ３ 令和６年度美里町小中学校管理職員の人事について 

 ・ 閉会 
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本日の会議に付した事件 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 ・ 協議 

 第 ２ 美里町心身障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例について 

 第 ３ 令和６年度美里町小中学校管理職員の人事について 
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午前１０時００分 開会 

○教育長（大友義孝） ただいまから令和６年２月の教育委員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席委員は、教育長含め全員でございますので、委員会は成立いたしております。 

  なお、説明員といたしまして、教育総務課のほうから課長、青山係長、支援室のほうからは

大久保室長と平野主事が出席をさせていただいております。 

  なお、事務局長につきましては、本日は同時刻で部活動の地域移行の会議がありまして、そ

ちらのほうに出向いていただいております。ご理解いただきたいと思います。 

  それでは、早速会議を始めたいと思います。 

 

                                            

 

日程 第１ 議事録署名委員の指名 

○教育長（大友義孝） 日程第１、議事録署名委員の指名について、教育長から指名をさせてい

ただきます。 

  今回は、２番佐藤キヨ委員にお願いいたします。それからちょっと順番が飛んでいましたの

で、一回整理する上でも３番の大森委員にお願いを申し上げたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは早速でございますが、協議事項に入ります。 

 

                                            

 

協議 

日程 第２ 美里町心身障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例について 

○教育長（大友義孝） 日程第２、美里町心身障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例

についてを議題といたしまして、協議をさせていただきたいと思います。 

  では、事務局からまず説明をしていただけますか。平野主事から説明をお願いいたします。 

○教育総務課主事（平野 碧） 学校教育支援室主事の平野と申します。私のほうから美里町心

身障害児就学指導審議会条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

  今回の条例改正については国の方針に基づきまして、障害のあるお子様の就学に当たって指
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導を行うのではなく、支援を行うことを明確にするために所要の改正を行うものとなっており

ます。従来、規定の障害基準に該当するお子さんたちは、原則として特別支援学校に就学する

仕組みとなっておりました。この仕組みを支える考え方が基準に基づく就学先の決定ではなく、

本人及び保護者の意見を尊重した上で就学先に関する合意形成を行うという考え方に編成して

まいりました。 

  本町の就学指導審議会でも、既に保護者あるいは本人の意見を踏まえた総合的な判断を行う

ための審議を行っているところではございました。国の方針に基づきまして附属機関の名称に

ついても、教育相談であったり教育的支援や教育的助言を行うという観点を踏まえた名称が適

当であるとされておりましたことから、これを踏まえて本町でも改正を行うものとなっており

ます。 

  主な改正箇所についてご説明させていただきます。まず、附属機関の名称を美里町心身障害

児就学指導審議会から美里町就学支援委員会に改正するため、条例の題名そのものを改めるも

のになります。 

  続いて第１条第１項につきまして、設置等の目的について、指導を行うという旨の内容から

支援を行うという内容のものに改めるものになります。 

  第２条については、委員会の設置目的に合わせて委員の委嘱基準を整備したものになります。 

  第３条以下の会議に関する規定、字句等については本町のほかの附属機関の設置条例の規定

に合わせて整備するために改めるものとなっております。 

  以上の改正部分につきましては、令和５年度美里町議会３月会議で提案させていただきたい

と考えております。 

  なお、本条例に関連する例規について、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例、美里町教育委員会組織規則、美里町立学校教員補助員配置要綱、美里町心

身障害児就学指導審議会運営規則、美里町立学校特別支援教育支援員配置要綱の５つの例規が

ございます。報酬及び費用弁償に関する条例については、議案の附則において一部改正を行い

ます。残り４つの例規については、別途改正をさせていただきたいと考えておりますので、そ

の際にまた改めてご説明をさせていただければと思います。 

  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○教育長（大友義孝） ありがとうございました。 

  では、この件につきまして質疑といいますか、委員の皆様から何かございましたらご意見頂

戴したいと思います。明確に今説明があったように審議といいますか、指導をするのではなく
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て支援を行っていくんだという部分を明確にするということで、委員会そのものについてはな

くなるわけではなくて、ここでいろいろと審議をした上で教育委員会が権限を持っているもの

についてそこで確定をし、学校への配置というふうになっていくわけですよね。そのような流

れは、これまでと何ら変わらないということでございます。委員の皆さんよろしければ、これ

を３月の議会に提案申し上げて審議をいただくということにさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） では、このような形で進めさせていただきたいと思います。 

  ありがとうございました。 

  それでは、次の協議の案件でございますが、人事の関係でございますので、秘密会が妥当だ

というふうに思います。 

  お諮りいたします。秘密会という形で会議開催させていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） ありがとうございます。これより秘密会という形で進めますので、事務

局のほうで手配のほうお願いいたします。 

                                            

                                            

○教育長（大友義孝） では、協議事項２件が終わりました。本日臨時会で予定しました案件に

つきましては２件でございますので、以上で終了でございます。 

  その他案件、特には用意してございませんが、案件的にはないですね。 

○各委員  「はい」の声あり 

○教育長（大友義孝） では一度締めて、もし何かあればそのほかで、会議を締めた後にお話を

いただければと思います。 

  それでは、協議事項等々につきまして以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって令和６年２月教育委員会臨時会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

午前１０時１７分 閉会 

 



 6 

  上記会議の経過は、事務局教育総務課が調整したものであるが、その内容に相違ないことを

証するため、ここに署名いたします。 

  令和６年３月２８日 

 

署 名 委 員                       

 

署 名 委 員                       

 


